
●市民意見公募手続（条例第９条）…【規則第７条】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＜事前に公表＞ 
① 対象とする事案 
② 対象とする事案を作成した趣旨、目的及び関係資料 
③ 意見の提出方法、提出期間及び提出先 
④ 意見を提出することができるもの 
⑤ その他必要と認める事項 

市民等の意見を広く 

求める必要がある場合 

施策等を修正可能な段階で公表 

市民等からの意見等の提出

市民等からの意見等を検討

１４日以上の意見募集期間 

公 表 

・市民等からの意見の概要（個人情報は除く） 

・意見に対する市の考え方 

・対象とする事案の修正を行う場合はその内容 等 

意見公募 

市民等の意見（多様な方法を保証）

・窓口へ持参 
・郵便等による送付
・ファクシミリ 
・電子メール等 
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